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まえがき 
 
2009 年 6 月、世界保健機関（WHO）により豚由来インフルエンザ A/H1N1

ウイルス感染症の世界的大流行（パンデミック）が宣言された。   
我が国を含む世界は、新型インフルエンザのパンデミックが近々起こること

を想定し、以前より準備を進めてきたが、想定されたものと実際に出現したパ

ンデミック株ウイルスとは大きく異なっていた。それまで第一候補と考えられ

ていたのは鳥インフルエンザ A/H5N1 由来のウイルスであったが、実際に流行

したのは豚由来の H1N1 であった。 
今回の新型インフルエンザの臨床像は、季節性インフルエンザと概ね類似し

ているが、未知の部分も多く、エビデンスも不十分である。しかし本疾患はす

でに一般の医療従事者が日常的に接する疾患になりつつあり、その感染対策を

どうするかはきわめて現実的な問題である。インフルエンザの感染制御は容易

ではなく、また主に社会生活の中で伝播するため、医療機関を中心とした感染

制御には限界があると言えるが、インフルエンザの医療関連感染を 小限にす

ることは喫緊の課題である。 
このような現状に鑑み、日本環境感染学会は、現時点での限られたエビデン

スを踏まえ我が国における新型インフルエンザに対する 善の感染制御の方法

を示すため本手引きを策定した。新型インフルエンザ対策も季節性インフルエ

ンザ対策の延長線上にあるといえるので、本手引きは季節性インフルエンザ対

策の再確認にも役立つと考える。 
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1. 現況について 

新型インフルエンザA(H1N1)（以下、新型インフルエンザ）は 2009 年 4 月 24
日にメキシコで 初の流行が報道され、その後、感染は世界中に拡大し、6 月 12
日に世界保健機関（WHO）は、世界的大流行を宣言し、警戒水準をフェーズ 6
に引き上げた。8 月 4 日現在、170 の国と地域で死亡例 1,462 例を含む 177,457
例が報告されている1)。この症例数は、米国や日本のように定点報告に移行した

国や、各国独自の症例定義によるため、実際の患者数は報告をはるかに上回って

いる可能性も指摘されており、この統計の意義が揺らぎつつある。また米国CDC
は、年内には自国の症例数は 100 万人を超えるとも予測している2)。 
我が国では、6 月 19 日の日本政府による「医療の確保、検疫、学校・保育施設

等の臨時休業の要請等に関する運用指針（改定版）」3)を受けて、7 月 11 日から東

京都など一部では、全例把握から定点観測に切り替えた地域もある。これ以前の

終報告である 7 月 10 日現在では、死亡者はいないものの、検疫発見例の 20 例

と国内発生の 2,273 例が報告されている4)。 新の発生状況については、WHOの

ウェブサイト内、Situation updates - Pandemic (H1N1) 2009, (URL 
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/updates/en/index.html)、日本国内につ

いては、国立感染症研究所感染症情報センターのウェブサイト内、新型インフル

エンザ（パンデミック（H1N1）2009）（豚由来インフルエンザA/H1N1）日本国

内の報告数(URL http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html)で参

照できる。 
これまで症例数が増えるにつれ、重症例あるいは死亡例の報告数も増加し、

その傾向についての検討が進められている。ニューヨーク市の報告によれば、6
月 23 日の時点で、入院数は 804 例、そのうち死亡例は 32 例であった。入院し

た例は、0-4 歳が 23%、5-24 歳が 31%、25-65 歳が 41%を占めていた。入院例

のほとんどは喘息（30%）、呼吸器疾患（11%）、糖尿病（12%）、心疾患（11%）

など何らかの基礎疾患を有しており、妊婦（6%）、2 歳以下の子供（14%）も危

険因子であった5)。 
このような状況の中、医療従事者による医療関連感染や職業感染が懸念され

ている。米国CDCのレポートによれば、48 人の医療従事者の感染が報告された

が、聞き取りのできた医療従事者の半数は感染患者との接触があり、また、医

療従事者間での感染伝播の可能性もあった6)。この調査では、感染の可能性があ

る患者と接する際にN95 微粒子マスク*1（以下、N95 マスク）、あるいはサージ

カルマスクを必ず装着していたのはわずかに数名であり、一切使用していなか

った者も多数いたことも明らかになった。 
*1. 日本国内では DS2 規格に相当する。 

 



2. 伝播力について 

我が国で国内発生の早期に、神戸において高校生を中心に急速に市中へ拡大

した報道がなされており、新型インフルエンザは季節性インフルエンザより伝

播力が強いことが推察された。一般的に伝播力の指標（一人の感染者から何人

に伝播させるか）として、基礎再生産率（basic reproduction number: R0）を

用いるが、Nishiuraらによれば神戸・大阪の事例におけるR0は 2.3 (95% 
confidence interval:2.0, 2.6)と推計されている7)。またメキシコでは 1.4～1.68)、

ニュージーランドでは 1.969)という報告もでている。一方で、過去の代表的なパ

ンデミック（1918, 1957, 1968 年）では、概ね 1.4～2.0 の範囲内8)で、 大規模

の 1918 年のスペインインフルエンザで 2～3 程度10)であったとの報告もあるこ

とから、季節性インフルエンザ（R0=1.2～1.4）11)はもとより、過去のパンデミ

ックと同等の伝播力があったと考えられる。またAndreasenらによる欧州主要

都市での試算によれば、発生初期のR0が 1.2～1.6 であったのに対し、パンデミ

ック期には 2.0～5.4 まで上昇した12)ことから、この間にウイルスが突然変異を

起こした可能性が指摘されている。今後は流行予測の精度をあげるため、自国

であれば遅滞なく届出を実施し、さらに海外のデータの推移を注視していく必

要がある。 
 



3. 感染経路について 

本疾患の感染経路が接触・飛沫・空気感染のいずれによるものであるかとい

う点に関する情報はまだ少ない。本ウイルスは、すでにヒトからヒトへと効率

的に伝播する能力を身につけているので、季節性インフルエンザと同様の感染

経路を想定するのが妥当である。季節性インフルエンザの伝播経路は、飛沫感

染が主体と考えられている。また、飛沫が付着した環境表面に触れた手で口や

鼻を触って感染が伝播する、間接的接触感染の要素も多少あると考えられてい

る。空気感染については、それを示唆する事例はあるが、特殊な状況下であり

全体としてはまずない、と考えるのが妥当である。新型インフルエンザの感染

伝播を考える上で参考になる所見として、大阪府の A 高校における集団発生の

疫学調査の暫定的報告があげられる。ある教室の座席位置の近いものから順々

に伝播が拡大した所見があり、これは一気に教室全体に広がる空気感染よりは、

近距離の感染伝播様式である飛沫感染が主体であることを示唆する所見である。 
 
その他の経路として、眼の粘膜を介する経路や、下痢や嘔吐物などによる糞

口感染があげられる。メキシコの村における集団発生事例8)で結膜炎が 9.0%に

認められたとする一方、アメリカの 642 例の報告13)では結膜炎に関する記載は

ない。日本の症例でも眼の症状を呈している患者はほとんどいない。従って、

眼を重要な感染経路と考える必要はあまりないと判断し、ゴーグルまたはフェ

イスシールド（目の防護具）の常時装着はエアロゾルが大量に発生する場合に

使用を考慮する。同様に、下痢や嘔吐を呈する患者の割合についてもアメリカ

の報告と日本の症例で差があり、日本人の症例では下痢を呈する者は少ない。

従って、眼の粘膜を介する経路や、便や嘔吐物による糞口感染を特別に考慮す

る必要はないと考える。 
 
原則として、通常の診療ではサージカルマスクで対応するが、エアロゾルが

発生するおそれがある場合（後述）には、手技に従事するスタッフが N95 マス

ク（あるいはそれ以上の防護能を持つ個人防護具）を着用することを考慮する。

季節性インフルエンザの場合にこれが必要かどうかは結論がでていないが、新

型インフルエンザに関してはほとんどのヒトが免疫を持たないと考えられるこ

と、ワクチンがまだ利用可能でないことがその理由である。 



4. 個人防護具（personal protective equipments：PPE）について－外来・入院・

ハイリスク領域（ICU、透析、易感染患者病室等）での対策－ 

本疾患の感染経路については未だ確定されていないが、6 月 25 日の時点では、

主に飛沫によって伝播する14)と考えられており、本疾患の疑いがあるかまたは

確定した患者に対しては、飛沫の拡散の制御を 優先に考え、標準予防策およ

び飛沫予防策を強化する。以下、各部門におけるPPEについて述べる。 
 
(i) 外来部門 

全ての医療従事者が標準予防策を徹底し、必要に応じて飛沫予防策を

追加する。受診前に発熱や呼吸器症状を有する患者には、サージカルマ

スクの積極的な着用と咳エチケットを推奨する。発熱や呼吸器症状を有

しインフルエンザを疑う患者を診療するエリアに従事する医療従事者

は、少なくともサージカルマスクの常時着用が望ましい14)。通常の診療

エリアでは、医療従事者のサージカルマスク着用は不要である。インフ

ルエンザの流行期間中に窓口業務に従事する医療従事者には、サージカ

ルマスクの常時着用を考慮してもよい。迅速検査を行う際は、サージカ

ルマスクとグローブの着用、飛沫予防のためにゴーグルまたはフェイス

シールド（以下、眼の防護具とする）を使用する。エアロゾルが発生す

るおそれのある手技を行う場合（後述）には、適宜N95 マスクの着用を

考慮する。外来業務中は患者毎のマスクの交換が困難なことが想定され

るため、飛沫によりマスク表面が汚染された際には必ず交換する。マス

クを外す際、表面がウイルスで汚染されているため触れないよう注意し、

マスクを外した直後には必ず手指消毒を実施する。 
 

(ii) 入院部門 
インフルエンザ様疾患の患者病室に入室する際には、サージカルマス

クを着用する。マスクを外す際、表面がウイルスで汚染されているため

触れないよう注意し、マスクを外した直後には必ず手指消毒を実施する。

ナースセンターや廊下においては、マスクの常時着用は必要ない。ただ

し、エアロゾルが大量に発生するおそれのある手技を行う場合（後述）

には、適宜 N95 マスクの着用を考慮する。 
 

(iii) ハイリスク患者（ICU 入室患者、透析患者、易感染性患者など） 
易感染性患者とは、糖尿病、肝硬変、腎不全、低栄養、悪性腫瘍など

の基礎疾患を持つ患者や、ステロイド、抗癌剤、免疫抑制剤の投与、放

射線治療を受けた患者などを指す。これらの患者では、免疫機能が障害



されているため、通常健常人と比べて、抵抗力がなく、感染しやすい。

重篤化しやすい患者とは、慢性肺疾患（喘息、慢性閉塞性肺疾患等）、

肥満などの基礎疾患を有する者や妊婦が挙げられる4)。このような患者

には、あらかじめ手指衛生の励行や人混みではマスクを着用することな

どについて生活指導を行い、異常があれば医師に相談するよう指導する。  
診療を担当する医療従事者は、常に体調管理に留意し、体調不良時は

速やかに業務を中止し医師の診察により就業の可否を決定すべきであ

る。また、サージカルマスクの一律の着用の予防効果については確立し

ていないが、流行期間中ではハイリスクエリア内での常時着用を考慮し

ても良い3)。 
 

(iv) エアロゾルが発生する手技への対応 
エアロゾルが発生する手技とは、気道吸引、気管支鏡検査、気管内挿

管、蘇生などがあげられる。特にインフルエンザ様症状を呈している患

者に対しては、リスクが大きいため注意を要する。これらの手技は、可

能な限り隔離された空間内（検体採取室や個室など）で実施する。この

ような手技を行う際、医療従事者はN95 マスクの着用を考慮する。また

グローブと眼の防護具を着用する15)。鼻咽頭スワブ採取については（当

委員会でも議論が分かれたが）、原則サージカルマスクで良いが、気道

の感染状態により、咳嗽が誘発されやすく、飛沫核が大量に産生される

ことが懸念される場合では、N95 マスクの着用を考慮する。米国では、

N95 マスクを着用していたにもかかわらず、感染していた医療従事者の

事例が１例報告されている6)ことからN95 マスク着用の際には、着用の

都度、ユーザーシールチェックを実施する。N95 マスクの着用が不慣れ

な医療従事者に対しては、事前にフィットテストなどを用いて教育して

おくことが望ましい。 
 

(v) PPE に適するマスクについて 
① サージカルマスク16) 

細菌ろ過効率（BFE: bacterial filtration efficiency、細菌を含む

平均径 3μm 以上の粒子が除去される割合）と微粒子ろ過効率（PFE: 
particlefiltration efficiency）のうち、サージカルマスクは BFE が

95％以上であることが求められているが、PFE については規定され

ていない。不織布製で三層構造を有するものである。プリーツ、ノ

ーズピースを適切に使用して着用しなければ効果はない。



 
② N95 マスク／レスピレータ17) 

平均径 0.3μm の微粒子を 95％以上捕集し、さらに立体的構造に

より顔面にフィットさせることにより、空気の漏れを 10％以下に抑

える性能を有する微粒子用マスク／レスピレータである。我が国で

は防塵マスク DS2 が該当する。帯電捕集のため、ウイルスも捕集可

能である。ここで示す 0.3μm の微粒子とは、粒子の密度を考慮し

た空力学的質量径（ も通過しやすい粒子サイズ）であり、個々の

粒子の実際の径（数量中位径）は NaCl 0.055～0.095（0.075）μm
となる。 

 

表 外来・入院・ハイリスク領域における PPE のまとめ 
外来 

PPE ／ 部門 
A※1 B※2

入院 ハイリスク患者

サージカル 常時 
流行期間中

に着用可 
感染患者収容病

室入室時に着用 
流行期間中に 

着用可 マスク 

N95 エアロゾルが発生する手技時 
グローブ・眼の 

防護具 
標準予防策に準ずる 

※1 外来 A：発熱や呼吸器症状からインフルエンザを疑う患者を診療するエリア 
または窓口業務 
※2 外来 B：通常の診療を行うエリア 



5. 抗インフルエンザ薬の予防投与について 

(i) 予防投与の考え方 
抗インフルエンザ薬の予防投与は、発生数が限定されている地域にお

ける封じ込め、まん延期における重篤化ハイリスク患者への対応、医療

従事者の職業感染対策および施設内における感染対策を目的として行

われる。季節性インフルエンザの場合、抗インフルエンザ薬による発症

予防効果は約 60%みられるとされ18)、現在のところ、新型インフルエン

ザ曝露時における抗インフルエンザ薬の予防投与の効果は不明である

ものの、一定の効果が期待されている。すべての薬剤と同様に、抗イン

フルエンザ薬の予防投与についても適正使用が求められる。 
 

(ii)  予防投与の対象者 
新型インフルエンザ感染症患者に、2m 以内の近接した環境に、一定

時間以上（すれ違っただけなどは除外）接触するなどの濃厚接触した場

合、予防投与を検討する。 
① 新型インフルエンザ感染症により重篤化するリスク群 

慢性肺疾患（喘息を含む）、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液疾患、

神経疾患、神経筋疾患または代謝異常（糖尿病を含む）、5 才以下の

小児、高齢者、妊婦および、インフルエンザ A (H1N1)感染症におけ

る臨床疫学研究に基づいたハイリスク患者。 
② 医療従事者が、適切な個人防護具を着用せずに、患者および患者由

来の呼吸器検体に曝露・接触した場合。 
③ 医療施設の入院患者、社会福祉施設に入所している方が、インフル

エンザ A (H1N1)感染症患者と同室していた場合、同室者のリスクに

応じて投与を検討する。 
• 新型インフルエンザ感染の確定および疑いは、RT-PCR 陽性の確定例に

加えて、地域におけるサーベイランス情報を参考に、インフルエンザ A
抗原検査陽性、インフルエンザ様症状に基づいて判断する。 

• 対象者が新型インフルエンザ患者の発症24時間以上前に濃厚接触した場

合および、すでに濃厚接触後 7 日間を経過している場合には必要ない。 
• 対象①の家族が曝露した場合においては、家族への予防投与を検討する

こともある。 
 

(iii)  予防投与の方法 
in vivoの検討では、新型インフルエンザは、基本的にoseltamivir（タ

ミフル）およびzanamivir（リレンザ）には感性、amantadine（シンメ



トレル）には耐性である19)。oseltamivir（タミフル）は、1 回 75mgを 1
日 1 回、10 日間経口投与する。zanamivir（リレンザ）の場合、1 回 2
吸入を 1 日 1 回、吸入指導のもと 10 日間吸入投与する。服薬遵守と体

調管理を指導する。 
• 妊婦における抗インフルエンザ薬の効果と安全性は確認されていないも

のの、重症化リスクもあることから、インフォームド・コンセントのも

と投与してもよい20)。 
• 授乳時についても、母乳を介した新生児に対する副作用のエビデンスの

報告はないので妊婦への対応と同様である20)。 



6. ファシリティマネジメント（環境整備）、空調設備 

(i) 患者収容14,21,22) 
基礎疾患のない新型インフルエンザ感染患者は、原則的に自宅療養と

するが、易感染性を示す基礎疾患を有する者および妊婦の場合には、入

院療養が必要となる。これらの新型インフルエンザ感染患者を収容する

病室は、原則的に個室として、患者が自由に室外へ出ることを禁止する。

やむを得ず室外へ出る場合には、患者にサージカルマスクを着用させる。

患者がマスクを着用していても、付き添う医療従事者もサージカルマス

クの着用が望ましい。 
医療施設に入院中の一般患者が複数例インフルエンザを発症した場

合には、出来るだけ一ヵ所に収容しコホート隔離を行う。非感染患者の

うち、濃厚接触者は発病の危険があるため、7 日間は曝露者として非曝

露者とは可能な限り別室にして管理する。非感染者のうち、発病した患

者に接触していない患者は、感染者や曝露者と行動範囲が交差しないよ

うに配慮する。 
 

(ii) 病室の設備 
主たる感染経路は、飛沫感染と接触感染であるため、陰圧空調設備は

不要である。部屋の入り口付近に手指衛生設備、PPE 着脱スペースを設

けることが望ましいが、空調管理上の室内気圧をコントロールするため

の前室は不要である。換気扇がある場合には、病室空気を強制排気する。 
ウイルスは高温多湿の環境では、活動性が抑制されると報告されてい

るが、病室内の湿度を高く維持する必要はなく、空調設備が不十分な場

合には、窓を開放して定期的あるいは持続的に換気することもよい。む

しろ過度な加湿は、冬季には壁や窓に結露が生じてカビが発生するので

注意を要する。 
 

(iii) 手指衛生、清掃、および環境消毒 
ウイルスに効果のある消毒薬は、次亜塩素酸ナトリウム、アルコール

類（消毒用エタノール、70v/v％イソプロパノール）および高水準消毒

薬（グルタラール、フタラール、過酢酸）である。高水準消毒薬は生体

や環境の消毒には使用しない。手指消毒にはアルコールを使用するが、

流水と石けんによる 30 秒間程度の手洗いはアルコールと同等の除菌効

果が期待できる23)。患者が触れた環境には、ウイルスが付着しているた

め、水拭き清拭、アルコール清拭消毒を必要に応じて一日一回以上実施

する。咳嗽がひどい患者周辺の環境は、清掃作業者はサージカルマスク



を着用して、200～1,000ppm（0.02～0.1w/v％）次亜塩素酸ナトリウム

を用いて清拭消毒をおこなう。目に見える患者由来の体液が付着してい

る場所は、拭き取った後に 200～1,000ppm（0.02～0.1w/v％）次亜塩素

酸ナトリウムにて清拭消毒する。 
 



7. 検査室としてのバイオセーフティー 

新型インフルエンザウイルスの検出は、PCR法や細胞培養法が基本的な検

査となる24)。特定の地域やクラスターの発生状況によっては、PCRを限定し

て実施することになるが、一般医療機関でのPCR検査は現実的でなく、簡易

検査による診断検査が基本になる。本稿では、検査室におけるバイオセーフ

ティーついて述べる。 
 

(i) 検体採取と運搬方法 
① 検体採取 

今回のインフルエンザA(H1N1)は季節性インフルエンザと同じく

上気道（鼻腔分泌物や鼻咽頭粘液）からの検体でウイルス分離が可

能である25,26)。検体採取の際は、咳嗽やくしゃみにより大量の飛沫

が飛散することが予測されるため、医療従事者はサージカルマスク

と手袋、眼を保護する防護具（フェイスシールドまたはゴーグル）

を着用する。更に、消化器症状があり体液曝露の可能性がある場合

は、状況に応じてビニル製の不透性エプロン（ビニルエプロン）も

しくはガウンで衣服前面を防護する。 
② 検体の運搬 

 採取後の綿棒はスピッツやチャック式のビニル袋（例：Ziplocな
ど）などに入れ27)、内容物が漏れないように工夫する。更にビニル

袋などで二重包装し、運搬する者は手袋を着用する。運搬後は手袋

を脱ぎ、手洗いを実施する。容器の破損等無い限り外面の消毒は必

要なく、従来からの手袋の装着や手洗いにより曝露を防ぐことが可

能である。検体採取用のスピッツは、外蓋スクリューキャップ方式

の採取管に採る（内蓋方式の場合は、開封時に体液が飛散する場合

があるので使用しない）。加えて搬送用の運搬機に入れ搬送する場合

は、十分破損には気を配る。採取後直ぐに運搬出来ないような場合

は冷蔵保存し、清潔物品に触れないようにする。 
 

(ii) 検査室のバイオセーフティー 
  実験室内感染が起こらないように日頃からの配慮が必要である。安全

キャビネット内での作業は安全であるが、一般医療機関の現状を踏まえ

れば、必ずしも必要では無い。安全キャビネットがない場合であれば標

準予防策で対応する。簡易検査実施時は、検体採取、綿棒を浮遊液に懸

濁する操作やピペッティングで飛沫が生じやすくなっているためサー

ジカルマスクや手袋を着用して全ての操作を行う必要性がある。採取時



に飛沫が顔面へ飛ぶことが予想される場合には、眼を保護する防護具

（フェイスシールドやゴーグル）を着用した方が良い28,29)。また、作業

時にエアロゾルが多量に発生する場合は、N95 マスク着用し、ビニルエ

プロンまたはガウンの着用も考慮する。 
 

(iii) 汚染された環境の消毒方法 
  中水準消毒薬（次亜塩素酸ナトリウムや消毒用エタノール）で良い。

固形物が固着している場合は、流水や水拭きで固形物を落とした後で消

毒薬を接触させる。液体の噴霧はかえってウイルスを飛散させる可能性

があるので行わない30,31)。 
 



8. 事業継続計画と医療資源等の備蓄について 

(i) 事業継続計画(business continuity plan, BCP)   
パンデミック期における医療の提供を円滑にすすめるため、“事業継続

計画”という視点から対策を考え医療物資ならびに日常物資を枯渇させ

ないよう配慮するべきである。新型インフルエンザの第二波以降は、ウ

イルスのモニタリングを行い伝達力・感染力・病原性・薬剤耐性等の視

点に沿った弾力的な対応ができるよう事業継続計画を組むべきである

31-35)。 
(ii) 医療資源の急激な需要の増加への対応(surge capacity)  

  現在医療で使用される個人防護具の多くは、その生産拠点を東南アジ

ア諸国の企業に委託製造をしている。個人防護具については生産国での

需要を予測し、国産化率を高めることが必要である。ことに N95 マスク

の呼吸器防護具は、インフルエンザ対策の影響で結核医療の継続に支障

が生じてはならない。新型インフルエンザ第二波以降についても空気感

染のリスクは低いと判断した場合には、N95 マスク以上の高性能呼吸器

防護具の適用範囲を、大量のエアロゾルが発生するような手技処置に限

定していく必要がある。また、（サイトカインストームに対する）血漿

交換療法の器材や、インフルエンザ脳炎・脳症の治療に使用する低体温

療法の器具、抗菌薬等の備蓄体制も見直すべきである。 
 

(iii)  備蓄の考え方(stockpiling)  
  我が国の平成 21年 2月改定の新型インフルエンザ対策行動計画では、

新型インフルエンザには全人口の 25％が罹患し、流行の極期がおさまる

まで約 8 週間程度かかると推定している31)。新型インフルエンザの場合

8～10 週間分の個人防護具等の備蓄を行うことが推奨される。また、サ

ージカルマスクもN95 マスクもフィルター構造になっているため、長時

間（例えば 10 時間など）使用していると目詰まりを起こし呼吸が苦し

くなるので、製造元の推奨する使用時間内にとどめて交換する。個人防

護具は、製造者が推奨する使用期限を確認しておく必要がある。備蓄資

材は保管するだけでなく、施設内での日常的な医療において消費と追加

購入の輪を繰り返し、絶えず製品の新陳代謝をはかっておくべきである。 
備蓄資材の需要予測には、地域医療圏ごとの外来受診患者数ならびに

予定入院患者数、推定超過死亡率等の予測算出を行い対応する。個人防

護具の備蓄資材の推定算出プログラム等は、米国保健省が運営している

ウェブサイトをはじめ関連企業でもオン・ラインやCD-ROM等で各種計

算ツールを提供している32,36,37)。パンデミック期の感染者死亡率を反映



させた重症度指数(the pandemic severity index) 38)を装着率に反映させ

ることができれば、より正確な備蓄資材の推定が可能であろう。 
 

(iv)  手指衛生剤の適用と供給体制について (supplying hand hygiene 
products) 
医療環境を除く一般社会では流水と石けんによる手指衛生を遵守す

ることで、十分に手指衛生の目的を果たすことが可能である23)。一般家

庭や公衆衛生の場でアルコール系手指衛生剤が大量に消費されると、医

療環境における手指衛生目的に製品供給が滞り、新型インフルエンザウ

イルスのみならずその他の接触伝播により院内で広がる多くの病原体

のまん延に繋がりかねない。家庭と病院とで、手指衛生の方法の使い分

けが重要である。 
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